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１

〇
建

築
士

法
第

1
0
条
の

3で
、
以
下
の
書
類
の
提
出

・届
出

・書
類
の

交
付
は

、
住

所
地

の
都
道

府
県
知
事
を
経
由
し
て
行
う
も
の
と
規
定
さ
れ
て
い
る
。


一
級
建
築
士
の
免
許
・
そ
の
取
消
し
、
登
録
の

訂
正
・
抹
消
、
一
級
建
築
士
免
許
証
の
書
換
え
交
付
・
再
交
付
・
返
納
に
関
す
る
国
土
交
通
大
臣
へ
の
書
類
の
提
出


建
築
士
法
第
５
条
の
２
（
住
所
等
の
届
出
）
・
第
８
条
の
２
（
死
亡
等
の
届
出
）
の
規
定
に
よ
る
国
土
交
通
大

臣
へ
の
届
出


一
級
建
築
士
の
免
許
申
請
書
の
返
却
、
一
級
建
築
士
免
許
証
の
交
付
・
書
換
え
交
付
・
再
交
付
に
関
す
る
国
土
交
通
大
臣
の
書
類
の
交
付

〇
こ
の

う
ち
、
一

級
建
築
士
免
許
の
申
請
等
に
つ
い
て
は

、
中

央
指

定
登
録

機
関
が

一
級
建

築
士
登
録
等
事
務
を
行
う
場
合
に
は
、
中
央
指
定
登
録
機

関
が

行
う
こ
と
と
な
り
、
都
道
府
県
経
由
事
務
は

発
生
し
な
い
が
、
以

下
の
①

～
④
の

届
出
等

に
つ
い
て
は
、
中
央
指
定
登
録
機
関
が
一
級
建
築
士

登
録

等
事

務
を
行

う
場

合
に
も
、
都
道
府
県
知
事

を
経

由
し
て
、
国

土
交

通
大
臣

に
届

出
等
を
行

う
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。

①
住

所
等

の
届
出

（
建
築
士
法
第
５
条
の
２
）

②
死
亡
等
の
届

出
（
建
築
士
法
第
８
条
の
２
）

③
取

消
し
の

申
請

（
建
築
士
法
第
９
条

第
１
項
第
１
号
）

④
失

踪
宣
告
の
届
出

（
建
築
士
法
施
行
規
則
第
６
条

第
４
項
）

建
築
士
法
に
お
け
る
都
道
府
県
経
由
事
務
に
つ
い
て
（
建
築
士
法
第

1
0
条
の
３
関
係
）

各
都

道
府

県
の

窓
口
で
の
申
請
を
可
能
と
し
、
申

請
者
の

利
便
性

を
確

保
す
る
と
い
う
観

点
と
、
都
道
府
県
の
協
力
を
得
て
届
出
受
付
の
事
務
処
理

を
分

散
し
て
円

滑
に
行
う
と
い
う
観

点
か
ら
、
国
土
交

通
大
臣

宛
て
の
提

出
を
都
道

府
県
知

事
を
経
由
し
て
行
う
こ
と
と
し
て
い
る
。

（
３
）

①
〜

④
の

届
出
等
に
つ
い
て
、
国
土
交
通
大

臣
宛

て
の

提
出
を
、
都

道
府
県

経
由
と
し
て
い
る
理
由

中
央
指
定
登
録
機
関

（
（
公
社
）
日
本
建
築
士
会
連
合
会
）

都
道
府
県
知
事

国
土

交
通

大
臣

（
地

方
整

備
局

）

都
道

府
県
建
築
士
会

※
２

都
道
府
県
知
事

都
道

府
県

建
築

士
会

※
１

届
出
先

＜
参
考
＞

一
級
建
築
士

登
録
等
事
務

①
～
④
の

届
出
等
に

係
る
事
務

免
許

の
取

消
し
等

に
係
る
事
項
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
国
に
お
い
て
処
理

さ
れ
る
べ

き
事

務
で
あ
り
、
そ
の
提
出
先
を
国
土

交
通
大
臣
と
し
て
い
る
。

特
に
、
平

成
17

年
の
構
造
計
算
書
偽
装
問
題
を
受

け
、
平

成
18

年
に
建
築

士
法
を
改

正
し
、
消

費
者
保
護
の
観
点

か
ら
、
被
処
分
建
築
士
の
氏
名

公
表

や
、
登

録
情

報
（建

築
士
名
簿
）
の
閲
覧
、
罰

則
強

化
等
を
措

置
。
そ
の

際
、
登

録
情
報

に
係

る
事
務
処
理
を
中
央
指
定
登
録
機
関
に
担
わ
せ
る

こ
と
で
、
国

は
一

級
建

築
士
の
調
査
・
処
分
等
の
執

行
に
集

中
し
て
行

う
こ
と
と
し
、
①
～

④
の
届

出
等
の
提
出
先
を
改
め
て
国
土
交
通
大
臣
と
整
理
。

（
２
）

①
〜

④
の

届
出

等
に
つ
い
て
、
国
土
交
通
大

臣
宛

て
提

出
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
理

由

（
１
）

建
築

士
法

に
お
け
る
制
度
の

現
状

申
請
者

※
１

都
道

府
県

が
委

託
し
て
い
る
場

合

※
２

中
央

指
定

登
録

機
関

か
ら
委

託

申
請
者

・
一

級
建

築
士

免
許

の
申

請
・
書

き
換

え
交

付
の

申
請

・
再

交
付

の
申

請
等

①
住

所
等

の
届

出
②

死
亡

等
の

届
出

③
取

消
し
の

申
請

④
失

踪
宣

告
の

届
出
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建
築
士
法
に
お
け
る
都
道
府
県
経
由
事
務
に
つ
い
て
（
建
築
士
法
第

1
5
条
の
７
関
係
）

２

受
験
申
込
書

卒
業
証
明
書
等

都
道

府
県

知
事

国
土
交
通
大
臣

※
２

昭
和

58
年
よ
り
中

央
指

定
試

験
機

関
が
試
験
を
実
施
し
て
お

り
、

都
道

府
県

知
事

経
由

事
務
は

発
生
し
て
い
な
い
。

都
道

府
県
建
築
士
会

※
１

中
央

指
定
試
験
機
関

（
（
公
財
）
建
築
技
術
教
育
普
及
セ
ン
タ
ー
）

提
出
先

全
国

47
都

道
府

県
で
実
施
し
て
い
る
一
級
建
築

士
試

験
に
つ
い
て
は

、
仮

に
国

が
試

験
を
直
接

実
施
す
る
こ
と
と
な
っ
た
場
合
に
、
申
請
者
が
居
住

す
る
地

域
（
各

都
道

府
県
）
の
窓
口
で
の
申
込
み
を
可
能

と
し
、
申

請
者
の

利
便
性

を
確

保
す
る
と
い
う
観
点
と
、
都
道
府
県
の
協
力
を
得
て
受
験
申

込
み

受
付

の
事

務
処

理
を
分
散
し
て
円
滑
に
行

う
と
い
う
観
点
か

ら
、
受

験
申

込
み
を
都

道
府
県

知
事
を
経
由
し
て
行
う
こ
と
と
し
て
い
る
。

〇
建
築

士
法

第
1
5
条
の

2に
基
づ
き
、
一
級
建
築

士
試

験
事
務

に
つ
い
て
は

、
中

央
指

定
試
験

機
関
（
（公

財
）
建
築
技
術
教
育
普
及
セ
ン
タ
ー
）
が

実
施

し
て
お
り
、
一
級
建
築
士
試
験
の
受
験
申
込

み
に
つ
い
て
も
、
中
央

指
定
試

験
機
関

へ
提
出
す
る
こ
と
と
な
っ
て
い
る
。

〇
天
災

等
の

理
由

に
よ
り
中
央
指
定
試
験
機
関
が

一
級

建
築
士

試
験
事

務
を
実
施

で
き
な
く
な
っ
た
場
合
、
国
が
試
験
を
直
接
実
施
す
る
こ
と
と
な
る

が
、
そ
の
際

、
建

築
士
法
第

15
条
の

7に
基
づ
き
一
級

建
築
士

試
験
の

受
験
申

込
み
に
つ
い
て
は
住
所
地
の
都
道
府
県
知
事
を
経
由
し
て
行
う
こ
と

と
な
っ
て
い
る
。

〇
な
お
、
昭

和
58
年

の
中
央
指
定
試
験
機
関
の

指
定

以
来
、
上

記
の
よ
う
な
事

態
は

生
じ
て
お
ら
ず
、
都
道
府
県
経
由
事
務
は
発
生
し
て
い
な
い
。

こ
れ

ま
で
も
天

災
等

に
よ
り
中
央
試
験
登
録
機

関
が

試
験
を
予

定
通
り
実

施
で
き
な
い
ケ
ー
ス
（令

和
元
年
台
風

1
9号

等
）
は
あ
っ
た
が
、
試
験

を
延

期
し
て
、
中

央
指

定
試
験
機
関
が
試
験
を
実
施
し
て
い
る
。

（
参
考
）
・
令
和
２
年
一
級
建
築
士
試
験
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
：

学
科
の
試
験

7月
12

日
、
設
計
製
図
の
試
験

10
月

11
日
、
合
格
発
表

12
月

25
日
（
予
定
）

・
令
和
元
年
一
級
建
築
士
試
験
実
施
状
況
：

実
受
験
者
数

（
学
科
の
試
験
）
25

,1
32

人
（
設
計
製
図
の
試
験
）
10

,1
51

人
・
試
験
会
場
：
全
国
４
７
都
道
府
県

（
１
）

建
築

士
法

に
お
け
る
制
度
の
現
状

（
２
）

受
験

申
込

み
を
都
道
府
県
経
由
と
し
て
い
る
理

由

※
１

中
央

指
定

試
験

機
関

か
ら
一

部
窓
口

を
委

託

申
請
者

中
央
指
定
試

験
機

関
が
試
験
を
実
施

す
る
場
合

仮
に
国
が
試
験
を

直
接
実
施
す
る
こ
と

と
な
っ
た
場

合
※

２
受
験
申
込
書

卒
業
証
明
書
等

申
請
者

3



回
答
：
実

際
の
事
務

処
理
状

況
、
他

の
都

道
府
県

等
の
意

見
等
を
踏
ま
え
て
廃
止
に
よ
る
支
障
が
な
い

こ
と
が
確

認
で
き
れ
ば

、
廃

止
す
る
方

向
で
検
討

す
る
。

提
案
：
建
築
士
法

第
10
条
の

３
及
び
第

1
5条

の
７
の

規
定

に
よ
り
都

道
府
県
が
処
理
す
る
こ
と
と
さ
れ
て

い
る
経
由

事
務

の
廃

止
を
求

め
る
。

建
築

士
法

に
お
け
る
都

道
府

県
経

由
事

務
の

廃
止

回
答
：
建

築
士
法
第

1
0
条
の

３
に
規

定
す
る
一

級
建

築
士

免
許

等
事

務
に
係
る
都
道
府
県
知
事
経
由
事

務
を
廃
止
し
た
場
合

、
同

法
第

５
条

の
２
に
規

定
す
る
住

所
等

の
届
出
等
は
国

土
交
通
大
臣
宛

て
に
行

う
こ
と
と
な
る
が

、
こ
れ

ら
の

届
出

等
に
つ
い
て
は

免
許

の
取

消
し
等

に
係

る
事

項
で
あ
る
こ

と
か

ら
、
国

に
お
い
て
処

理
さ
れ

る
べ

き
事

務
で
あ
り
、
中

央
指

定
登

録
機

関
に
処

理
さ
せ

る
こ
と

は
適
当
で
は
な
く
、
窓
口
を
一

本
化

す
る
こ
と
は

困
難

で
あ
る
。

提
案
：
建

築
士
法
第

５
条
の

２
に
基
づ
く
住
所

等
の
届

出
、
第

８
条

の
２
に
基
づ
く
死
亡
等
の
届
出
及
び
第

９
条
第
１
項
に
基

づ
く
一
級

建
築

士
の
免

許
の
取

消
し
に
関

す
る
国
土
交
通
大
臣
へ
の
書
類
の

提
出
に
つ
い
て
、
第

1
0条

の
４
に
基

づ
く
一

級
建
築

士
登
録

等
事
務
と
事
務
の
主
体
を
統
一
す
る

こ
と
に
よ
り
、
申
請

に
係

る
窓
口

等
を
一
本

化
す
る
よ
う
求

め
る
。

３

一
級

建
築

士
免

許
等

事
務

の
申

請
窓

口
の

一
本

化

提
案
へ
の
１
次
回
答
に
つ
い
て

4



建
築
士

法
に
お
け
る
都

道
府
県
経
由

事
務
に
関

す
る
ア
ン
ケ
ー
ト
結

果
①

○
建
築
士
法
に
お
け
る
都

道
府

県
経
由

事
務
の

廃
止

を
求

め
る
提

案
に
対
し
、
一

次
回

答
に
て
「
他

の
都

道
府

県
等
の
意
見
等

を
踏

ま
え
て
廃

止
に
よ
る
支

障
が

な
い
こ
と
が
確
認

で
き
れ
ば

、
廃

止
す
る
方

向
で
検

討
す
る
。
」
と

し
て
い
た
こ
と
か

ら
、
全

都
道

府
県
に
対

し
て
、
経

由
事
務

の
廃
止

に
関
す
る
ア
ン
ケ
ー
ト
を
実

施
し
た
も
の

。

１
．
ア
ン
ケ
ー
ト
実

施
の

背
景

２
．
ア
ン
ケ
ー
ト
概

要

調
査
対
象

４
７
都

道
府
県

調
査
期

間
令

和
２
年

８
月
２
７
日
～
９
月
１
０
日

調
査
内

容

①
建

築
士

法
第

1
0
条
の

3
に
基
づ
く
経
由
事

務
（
住
所
等

の
届

出
、
死

亡
等

の
届

出
、
取

消
し
の

申
請
、
失
踪
宣
告
の
届
出
）
に
つ
い
て
負
担

感
を
ど
う
感

じ
て
い
る
か

。
②

建
築

士
法
第

1
0
条
の

3
に
基
づ
く
経
由
事

務
を
廃
止
す
る
提

案
に
つ
い
て
、
ど
の

よ
う
に

考
え
る
か

。
③

建
築

士
法
第

1
5
条
の

7
に
基
づ
く
経
由
事

務
（
天
災
等

の
理

由
に
よ
り
中

央
指

定
試

験
機

関
が
一
級
建
築
士
試
験
事
務
を
実
施

で
き
な
く
な
っ
た
場

合
に
お
け
る
受

験
申

込
み

）
を
廃

止
す
る
提
案
に
つ
い
て
、
ど
の

よ
う
に
考

え
る
か
。

４

5



建
築
士

法
に
お
け
る
都

道
府
県
経
由

事
務
に
関

す
る
ア
ン
ケ
ー
ト
結

果
②

３
．
ア
ン
ケ
ー
ト
結

果

負
担

に
感
じ
て
い
る

（
16

都
道
府

県
）

ど
ち
ら
と
も
い
え
な
い

（
17

県
）

負
担

に
感
じ
て
い
な

い
（
1
4
府

県
）

Q
：

建
築

士
法

第
10
条
の

3に
基
づ
く
経
由
事
務

に
つ
い
て
、
負

担
感
を
ど
う
感

じ
て
い
る
か
。

■
負
担
に
感
じ
て
い
る
理
由

・
提
出
物
の
形
式
上
の
確
認
や
郵
送
と
い
っ
た
手
間

が
多
く
負
担
と
な
っ
て
い
る
。

■
ど
ち
ら
と
も
い
え
な
い
理

由

・
届
出
件
数
が
少
な
く
、
経
由
事
務
自
体
に
そ
れ
ほ
ど
負
担
は
感
じ
な
い
が
、
経
由
事
務
で
あ
る
こ

と
は
疑
問
に
思
う
。

■
負
担
に
感
じ
て
い
な
い
理
由

・
経
由
事
務
に
つ
い
て
は
一
括
し
て
士
会
に
委
託
し
て
い
る
た
め
負
担
で
は
な
い
。

主
な
理

由

廃
止

す
る
と
若
干
の
支

障
を
生

ず
る
が
、
廃

止

す
る
こ
と
は
可

能
（
1県

）

廃
止

し
て
も
支
障
は
な

い
（
46

都
道
府
県
）

廃
止

し
て
も
支
障
は
な

い
（
47

都
道
府
県
）

Q
：
建
築

士
法

第
10

条
の

3に
基
づ
く
経
由
事

務
を
廃

止
す
る
提

案
に
つ
い
て
、
ど
の

よ
う
に
考

え
る
か
。

Q
：
建
築

士
法

第
15

条
の

7に
基
づ
く
経
由

事
務
を
廃

止
す
る
提

案
に
つ
い
て
、
ど
の

よ
う
に
考
え
る
か
。

■
廃
止
す
る
と
若
干
の
支
障
を
生
ず
る
が
、
廃
止
す
る
こ
と
は
可
能

・
県
内
窓
口
を
１
０
箇
所
設
け
て
お
り
、
申
請
者
に
不
都
合
が
生
じ
る
可
能
性
も
あ
る
が
、
新
型
コ
ロ

ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
対
策
に
よ
る
郵
送
受
付
を
今
後
も
続
け
れ
ば
問
題
は
な
い
。

■
廃
止
し
て
も
支
障
は
な
い

・
経
由
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
情
報
の
必
要
性
を
感
じ
な
い
。

■
廃
止
し
て
も
支
障
は
な
い

・
天
災
等
に
よ
り
試
験
が
実
施
で
き
な
い
場
合
（
台
風
１
９
号
に
よ
る
令
和
元
年
度
製
図
試
験
の
延

期
等
）
も
、
試
験
を
延
期
し
、
試
験
機
関
が
実
施
し
て
お
り
、
都
道
府
県
が
経
由
事
務
を
行
う
事
態

に
な
る
と
は
考
え
ら
れ
な
い
た
め
。

・
郵
送
や
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
よ
る
申
込
方
法
が
整
備
さ
れ
て
き
て
お
り
、
申
請
者
の
利
便
性
の
観
点

か
ら
も
大
き
な
支
障
に
な
る
と
は
考
え
な
い
。

主
な
理

由

主
な
理

由

５
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＜
回
答

＞
地
方
分

権
一
括

法
に
よ
り
建
築

士
法
等

の
改
正

を
行
い
、
建

築
士

法
第

10
条
の
３
及
び
第

15
条
の
７
に

規
定
す
る
都
道

府
県

知
事

経
由

事
務
に
つ
い
て
廃

止
す
る
こ
と
と
し
た
い
。

＜
主
な
再
検
討
の

視
点
＞

経
由
事

務
廃
止
に
伴

う
各

都
道

府
県

や
申
請

者
等
に
お
け
る
支

障
の

有
無
等
を
必
要
最
小
限
度
で
早

急
に
確
認
し
た
上
で
、
提
案

を
実
現

す
る
方

向
で
検
討

い
た
だ
き
た
い
。

建
築

士
法

に
お
け
る
都

道
府

県
経

由
事

務
の

廃
止

＜
回
答
＞

建
築

士
法

第
５
条

の
２
に
規

定
す
る
住

所
等

の
届

出
等

に
つ
い
て
は

、
免

許
の

取
消

し
等

に
係

る
事

項
で
あ
る
こ
と
か

ら
、
国

に
お
い
て
処

理
さ
れ

る
べ

き
事

務
で
あ
り
、
中

央
指

定
登
録
機

関
に
処

理
さ
せ

る
こ

と
は

適
当

で
は

な
く
、
法

令
に
基

づ
き
中

央
指

定
登

録
機

関
に
対

し
て
届

出
書

等
を
提

出
さ
せ

る
こ
と
は

困
難

で
あ
る
が

、
届

出
等

を
行

う
者

の
利

便
性

を
鑑

み
、
運

用
に
お
い
て
中

央
指

定
登

録
機

関
に
お
け

る
一
級
建
築
士

登
録

等
事

務
に
係

る
窓

口
と
の

一
本

化
を
行

う
こ
と
と
す
る
。

＜
主
な
再
検
討
の

視
点
＞

免
許
の

取
消
し
等
の

事
務

を
国

に
お
い
て
処

理
す
る
場

合
で
あ
っ
て
も
、
窓
口
業
務
は
中
央
指
定
登
録

機
関
に
行
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
の

で
は
な
い
か
。
関
係

機
関
の

意
見
を
踏
ま
え
つ
つ
、
２
次
ヒ
ア
リ
ン
グ

ま
で
に
見
直
し
の
方

向
性

を
示

し
て
い
た
だ
き
た
い
。

６

一
級

建
築

士
免

許
等

事
務

の
申

請
窓

口
の

一
本

化

提
案
へ
の
２
次
回
答
に
つ
い
て

7



７

都
道
府
県
経
由
事
務
の
廃
止
・
窓
口
の
一
本
化
に
つ
い
て

都
道
府
県

知
事

国
土

交
通

大
臣

（
地

方
整

備
局

）
都
道
府
県

知
事

都
道

府
県

建
築

士
会

※
１

届
出
先

①
～
④
の

届
出
等
に

係
る
事
務

申
請
者

※
１

都
道

府
県

が
委

託
し
て
い
る
場

合

①
住

所
等

の
届

出
②

死
亡

等
の

届
出

③
取

消
し
の

申
請

④
失

踪
宣

告
の

届
出

中
央
指
定
登
録
機
関

（
（
公
社
）
日
本
建
築
士
会
連
合
会
）

国
土

交
通

大
臣

（
地

方
整

備
局

）
都

道
府

県
建

築
士

会

＜
参
考
＞

一
級
建
築
士

登
録
等
事
務

①
～
④
の

届
出
等
に

係
る
事
務

申
請
者

※
２

中
央

指
定

登
録

機
関

か
ら
委

託

申
請
者

・
一

級
建

築
士

免
許

の
申

請
・
書

き
換

え
交

付
の

申
請

・
再

交
付

の
申

請
等

①
住

所
等

の
届

出
②

死
亡

等
の

届
出

③
取

消
し
の

申
請

④
失

踪
宣

告
の

届
出

都
道

府
県

建
築

士
会

経
由

〇
建

築
士

法
第

1
0
条
の
３
に
規
定
す
る
都
道
府
県

経
由
事

務
を
廃
止

す
る
こ
と
に
よ
り
、
住

所
等

の
届
出
等
に
つ
い
て
、
国
土
交
通
大
臣
（
地
方
整

備
局

に
委

任
）
に
提
出
を
行
う
こ
と
と
な
る
が

、
届

出
等

を
行

う
者

の
利

便
性
を
鑑

み
、
運
用

に
お
い
て
中
央
指
定
登
録
機
関
（（
公
社
）日

本
建
築

士
会

連
合

会
）
を
通
じ
都
道
府
県
建
築
士
会
に
窓
口

を
依

頼
す
る
こ
と
に
よ
り
、
一

級
建

築
士
登

録
等
事
務
と
の
窓
口
の
一
本
化
を
行
う
。

窓
口

の
一

本
化

に
つ
い
て
（
運

用
方

針
）

窓
口

の
一

本
化

（
現
行
ど
お
り
）

現
行

経
由
事
務
廃
止
後

（
運

用
方

針
）

※
２

経
由

8


	資料２_表紙（第117回）
	25_一級建築士免許等に係る都道府県経由事務の廃止及び申請窓口等の一本化
	建築士法における�都道府県経由事務等について
	建築士法における都道府県経由事務について（建築士法第10条の３関係）
	建築士法における都道府県経由事務について（建築士法第15条の７関係）
	提案への１次回答について
	建築士法における都道府県経由事務に関するアンケート結果①




